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(57)【要約】
【課題】玄関ドアや引き違い窓、開閉窓、嵌め殺し窓等
のサッシにおいて、框等の枠部材が極力見えないように
フレームレス化を進め、デザインの向上を図る。
【解決手段】上框４、下框５及び左右縦框６，７からな
る框枠Ｋと、この框枠Ｋによって支持されたガラスＧと
からなり、戸先側にドア用把手８を備えた玄関ドア１に
おいて、前記ガラスＧは、室外側ガラスＧＯと室内側ガ
ラスＧＩとが周方向に沿って配設されたスペーサ９を介
し所定幅の空間Ａが形成された状態で組み合わされた複
層ガラスＧとされ、前記框枠Ｋによって前記複層ガラス
Ｇの内、室内側ガラスＧＩがビード１１，１２による挟
持構造によって支持され、少なくとも前記ドア用把手８
が設けられた縦框７以外の框４～６について、その室外
側面が前記室外側ガラスＧＯによって実質的に覆われた
構造とする。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上框、下框及び左右縦框からなる框枠と、この框枠によって支持されたガラスとからな
り、戸先側にドア用把手を備えた玄関ドアにおいて、
　前記ガラスは、室外側ガラスと室内側ガラスとが周方向に沿って配設されたスペーサを
介し所定幅の空間が形成された状態で組み合わされた複層ガラスとされ、前記框枠によっ
て前記複層ガラスの内、室内側ガラスがビード及び／又はシール材による挟持構造、或い
はグレージングチャンネルによる支持構造によって支持され、少なくとも前記ドア用把手
が設けられた縦框以外の框について、その室外側面が前記室外側ガラスによって実質的に
覆われていることを特徴とするフレームレスデザインの玄関ドア。
【請求項２】
　上框、下框及び左右縦框からなる框枠と、この框枠によって支持されたガラスとからな
るサッシにおいて、
　前記ガラスは、室外側ガラスと室内側ガラスとが周方向に沿って配設されたスペーサを
介し所定幅の空間が形成された状態で組み合わされた複層ガラスとされ、前記框枠によっ
て前記複層ガラスの内、室内側ガラスがビード及び／又はシール材による挟持構造、或い
はグレージングチャンネルによる支持構造によって支持され、前記各框の室外側面が前記
室外側ガラスによって実質的に覆われていることを特徴とするフレームレスデザインのサ
ッシ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、室外側に框などのフレームを極力露出させないようにしたフレームレスデザ
インの玄関ドア及びサッシに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、一般住宅や低層ビル等では、騒音対策や結露対策のために、複層ガラスを採用し
たサッシが多く使用されるようになってきた。複層ガラスを框によって支持する方法とし
ては、框の内方面側に形成された凹部に複層ガラスを呑み込ませるとともに、グレージン
グチャンネル又はシール材によって固定する方法が一般的であった。
【０００３】
　近年は、複層ガラスの支持方法についても幾つかの改良が提案されている。下記特許文
献１では、図９に示されるように、框５０にグレージングチャンネル５１により取り付け
られた主板ガラス５２に、乾燥剤物質を分散混入してなるブチルゴム製スペーサ５３と、
従板ガラス挟持部５４と離隔部５５と保持部５６を有する金属製アタッチメント５７を用
いて、従板ガラス５８を取り付けて複層ガラス窓が提案されている。
【特許文献１】特開平９－３１７３３６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来のサッシ構造は、室外側から障子の框が見えるのが当然であったが、近年は居住者
のデザイン志向の高まりによって、極力框を見せないようにすることによりデザイン性を
与えたものが好まれる傾向にある。
【０００５】
　しかしながら、前記特許文献１記載の複層ガラスの場合は、室外側から見ると、框５０
の見付けが露出するとともに、金属製アタッチメント５７の見付けが露出するため、スレ
ンダーな外観を創出できないなどの問題があった。
【０００６】
　そこで本発明の主たる課題は、玄関ドアや引き違い窓、開閉窓、嵌め殺し窓等のサッシ
において、框等の枠部材が極力見えないようにフレームレス化を進め、デザインの向上を
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図ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決するために請求項１に係る本発明として、上框、下框及び左右縦框から
なる框枠と、この框枠によって支持されたガラスとからなり、戸先側にドア用把手を備え
た玄関ドアにおいて、
　前記ガラスは、室外側ガラスと室内側ガラスとが周方向に沿って配設されたスペーサを
介し所定幅の空間が形成された状態で組み合わされた複層ガラスとされ、前記框枠によっ
て前記複層ガラスの内、室内側ガラスがビード及び／又はシール材による挟持構造、或い
はグレージングチャンネルによる支持構造によって支持され、少なくとも前記ドア用把手
が設けられた縦框以外の框について、その室外側面が前記室外側ガラスによって実質的に
覆われていることを特徴とするフレームレスデザインの玄関ドアが提供される。
【０００８】
　上記請求項１記載の発明においては、複層ガラスの内、室内側ガラスを框枠により、ビ
ード及び／又はシール材による挟持構造、或いはグレージングチャンネルによる支持構造
によって支持され、少なくとも前記ドア用把手が設けられた縦框以外の框について、その
室外側面が前記室外側ガラスによって実質的に覆われている構造としたものである。従っ
て、少なくとも前記ドア用把手が設けられた縦框以外の框部分が室外側ガラスによって覆
われるため、框等の枠部材が極力見えないようにしたフレームレス化によって、デザイン
の向上を図ることができる。また、複層ガラスの内、室内側ガラスがビード及び／又はシ
ール材による挟持構造、或いはグレージングチャンネルによる支持構造によって支持され
た構造であるため、脱落の心配がなく、かつ施工も単層ガラスの設置要領程度の手間で簡
単に行うことができる。
【０００９】
　請求項２に係る本発明として、上框、下框及び左右縦框からなる框枠と、この框枠によ
って支持されたガラスとからなるサッシにおいて、
　前記ガラスは、室外側ガラスと室内側ガラスとが周方向に沿って配設されたスペーサを
介し所定幅の空間が形成された状態で組み合わされた複層ガラスとされ、前記框枠によっ
て前記複層ガラスの内、室内側ガラスがビード及び／又はシール材による挟持構造、或い
はグレージングチャンネルによる支持構造によって支持され、前記各框の室外側面が前記
室外側ガラスによって実質的に覆われていることを特徴とするフレームレスデザインのサ
ッシが提供される。
【００１０】
　上記請求項２記載の発明においても、複層ガラスの内、室内側ガラスを框枠により、ビ
ード及び／又はシール材による挟持構造、或いはグレージングチャンネルによる支持構造
によって支持され、各框の室外側面が前記室外側ガラスによって実質的に覆われている構
造としたものである。従って、框部分が室外側ガラスによって覆われるため、框等の枠部
材が極力見えないようにしたフレームレス化によって、デザインの向上を図ることができ
る。
【００１１】
　なお、上記請求項１，２記載の発明において「実質的に覆われている」とは、例えば框
のガラス支持フランジの端面が外部に露出する程度は許容する意味である。
【発明の効果】
【００１２】
　以上詳説のとおり本発明によれば、玄関ドアや引き違い窓、開閉窓、嵌め殺し窓等のサ
ッシにおいて、框等の枠部材が極力見えないようにフレームレス化を進めたことにより、
デザインの向上を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳述する。
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【００１４】
〔第１形態例〕
　図１は本発明に係る玄関ドア１、サッシ２，３を用いた住宅の要部斜視図であり、図２
は玄関ドア２の縦断面図、図３はその横断面図、図４はドア単体の縦断面図、図５はドア
単体の横断面図である。
【００１５】
　玄関ドア１は、詳細には図４及び図５に示されるように、上框４、下框５及び戸元側框
６，戸先側框７からなる框枠Ｋと、この框枠によって支持されたガラスＧとからなり、戸
先側にドア用把手８を備えるもので、前記ガラスＧは、室外側ガラスＧＯと室内側ガラス
ＧＩとが周方向に沿って配設されたスペーサ９を介し所定幅の空間Ａが形成された状態で
組み合わされた複層ガラスとされ、前記框枠Ｋによって前記複層ガラスＧの内、室内側ガ
ラスＧＩがビード及び／又はシール材による挟持構造、或いはグレージングチャンネルに
よる支持構造、図示例ではビードによる挟持構造によって支持され、少なくとも前記ドア
用把手８が設けられた戸先側框７以外の框４，５、６について、その室外側面が前記室外
側ガラスＧＯによって実質的に覆われている構造としたものである。なお、前記室外側ガ
ラスＧＯは、２枚のガラスを貼り合わせた合わせガラスとなっており、貼り合わせ面に着
色フィルムや機能性フィルムなどを介在させるようになっている。
【００１６】
　以下、更に具体的に詳述すると、
　前記複層ガラスＧは、詳細には図４に示されるように、室外側ガラスＧＯと室内側ガラ
スＧＩとが周方向に沿って配設されたスペーサ４を介し所定幅の空間Ａが形成された状態
で組み合わされたもので、前記室外側ガラスＧＯと室内側ガラスＧＩとの間であって、前
記スペーサ９の外周側にはシール材１０が充填され、室外側ガラスＧＯは、框４～６の室
外側面を覆い隠すために、框４～６のほぼ端部まで延在する寸法とされ、前記室内側ガラ
スＧＩよりも大きな寸法となっている。
【００１７】
　前記框枠Ｋの内、上框４は、図４に示されるように、中空部４ａの内面側に左右一対の
ビード保持片４ｂ、４ｃが形成された形材である。室外側のビード保持片４ｂはビード１
１を嵌入設置するための嵌合部を有する形状を成し、室内側のビード保持片４ｃは挟入さ
せたビード１２を保持するために先端部に屈曲保持片を有する形状を成している。
【００１８】
　前記下框５も前記上框４と同様に、中空部５ａの内面側に左右一対のビード保持片５ｂ
、５ｃが形成された形材が用いられている。室外側のビード保持片５ｂはビード１１を嵌
入設置するための嵌合部を有する形状を成し、室内側のビード保持片５ｃは挟入させたビ
ード１２を保持するために先端部に屈曲保持片を有する形状を成している。
【００１９】
　前記戸元側框６は、図５に示されるように、中空部６ａの内面側に左右一対のビード保
持片６ｂ、６ｃが形成されるとともに、周縁より室外側に突出するフランジ６ｄが形成さ
れた形材である。室外側のビード保持片６ｂはビード１１を嵌入設置するための嵌合部を
有する形状を成し、室内側のビード保持片６ｃは挟入させたビード１２を保持するために
先端部に屈曲保持片を有する形状を成している。
【００２０】
　前記戸先側框７は、中空部７ａの内面の室外側部分に段状部７ｄを有するとともに、室
内側部分に左右一対のビード保持片７ｂ、７ｃが形成された形材である。室外側のビード
保持片７ｂはビード１１を嵌入設置するための嵌合部を有する形状を成し、室内側のビー
ド保持片７ｃは挟入させたビード１２を保持するために先端部に屈曲保持片を有する形状
を成している。また、この戸先側框７には、室内側面及び室外側面に夫々、ドア用把手８
、８が設けられている。
【００２１】
　前記框枠Ｋによって複層ガラスＧを支持するには、複層ガラスＧの内、室内側ガラスＧ
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Ｉの端部をビード保持片４ｂ～７ｂ、４ｃ～７ｃの間の空間に挿入し、前記ビード保持片
４ｂ～７ｂによって保持されたビード１１と、前記ビード保持片４ｃ～７ｃによって保持
されたビード１２とによって挟持される。また、室外側ガラスＧＯは、前記ドア用把手８
が設けられた戸先側框７以外の框４～６において、ほぼドア周縁まで延在させることによ
り、前記框４～６の室外側面を覆い隠すようになっている。
【００２２】
　また、上框４の上面及び下框５の下面には夫々、小口板１３，１４が設けられ、この小
口板１３，１４の室外側が框４，５よりも室外側に突出することにより、前記室外側ガラ
スＧＯの外周を囲み、かつ戸元側框６ではフランジ６ｄによって室外側ガラスＧＯの外周
を囲み、更に戸先側框では段状部７ｄに室外側ガラスＧＯを囲むようになっている。これ
ら室外側ガラスＧＯの周縁と小口板１３，１４、フランジ６ｄ、段状部７ｄとの間の隙間
には、バックアップ材１５及びシール材１６が充填されている。
【００２３】
　前記上框４、下框５及び戸元側框６の室外側面と室外側ガラスＧＯとの間には、室外側
ガラスＧＯの位置決めを行うためにバックアップ材１７が設けられている。
【００２４】
　前述した玄関ドア１は、図２及び図３に示されるように、上枠２０Ａ、下枠２０Ｂ及び
左右縦枠２０Ｃ、２０Ｄからなる玄関枠２０に建て込まれる。建込みは、戸元側框６が縦
枠２０Ｃに対して蝶番２１により開閉自在に取り付けられるとともに、上枠２０Ａと上框
４とをドアークローザー２２により連結する。
【００２５】
〔第２形態例〕
　本第２形態例は、本発明に係るサッシ２を突出し窓に対して適用したものである。図６
は本発明に係るサッシ２を用いた突出し窓の縦断面図、図７はその横断面図である。
【００２６】
　突出し窓は、図６及び図７に示されるように、上框２２、下框２３及び左右縦框２４，
２５からなる框枠Ｋと、この框枠Ｋによって支持されたガラスＧとからなるサッシ２を上
枠２６Ａ、下枠２６Ｂ及び左右側枠２６Ｃ、２６Ｄからなる窓枠２６に建て込み、上框２
２と上枠２６Ａとを連結する蝶番２７により開閉自在とした窓であり、本サッシ２におい
ては、前記ガラスＧが室外側ガラスＧＯと室内側ガラスＧＩとが周方向に沿って配設され
たスペーサ２８を介し所定幅の空間Ａが形成された状態で組み合わされた複層ガラスとさ
れ、前記框枠Ｋによって前記複層ガラスＧの内、室内側ガラスＧＩがビード及び／又はシ
ール材による挟持構造、或いはグレージングチャンネルによる支持構造、図示例ではグレ
ージングチャンネルによる支持構造によって支持され、各框２２～２５の室外側面が前記
室外側ガラスＧＯによって実質的に覆われている構造としたものである。
【００２７】
　以下、具体的に詳述すると、
　前記複層ガラスＧは、詳細には図８に示されるように、室外側ガラスＧＯと室内側ガラ
スＧＩとが周方向に沿って配設されたスペーサ２８を介し所定幅の空間Ａが形成された状
態で組み合わされたもので、前記室外側ガラスＧＯと室内側ガラスＧＩとの間であって、
前記スペーサ２８の外周側にはシール材２９が充填され、室外側ガラスＧＯは框２２～２
５の室外側面を覆い隠すために、室内側ガラスＧＩよりも大きな寸法となっている。
【００２８】
　框枠Ｋの内、上框２２及び下框２３は、詳細には図８(B)に示されるように、中空部２
２ａ、２３ａの室外側に連設するように、室内ガラス支持中空部２２ｂ、２３ｂを備え、
かつ該室内ガラス支持中空部２２ｂ、２３ｂの室外側壁面部より側方に延在し、先端に屈
曲部を有する室外ガラス支持部２２ｃ、２３ｃを備えた構造となっている。前記室内ガラ
ス支持中空部２２ｂ、２３ｂは、内方側にスリット溝を有し、このスリット溝にグレージ
ングチャンネル３０（以下、グレチャン）が嵌設されている。
【００２９】
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　一方、左右縦框２４、２５は、図８(A)に示されるように、中空部２４ａ、２５ａの室
外側に連設するように、室内ガラス支持中空部２４ｂ、２５ｂを備え、かつ該室内ガラス
支持中空部２２ｂ、２３ｂの室外側壁面部より側方に延在し、先端に屈曲部を有する室外
ガラス支持部２４ｃ、２５ｃを備え、更に見込み面にレインバリヤ３１を備えた構造とな
っている。前記室内ガラス支持中空部２２ｂ、２３ｂは、内方側にスリット溝を有し、こ
のスリット溝にグレージングチャンネル３０（以下、グレチャン）が嵌設されている。
【００３０】
　前記框枠Ｋによって前記複層ガラスＧを支持するには、複層ガラスＧの内、室内側ガラ
スＧＩの端部をグレチャン３０の嵌合溝に嵌合させるようにし、室外側ガラスＧＯは、室
外ガラス支持部２２ｃ～２５ｃの先端屈曲部まで延在され、各框２２～２５の室外側面を
覆い隠すようになっている。
【００３１】
　前記室外側ガラスＧＯの端部と、前記室外ガラス支持部２２ｃ～２５ｃの先端屈曲部と
の間の隙間には、バックアップ材３２及びシール材３３が充填されている。また、前記框
２２～２５の室外側面と室外側ガラスＧＯとの間には、室外側ガラスＧＯの位置決めを行
うためにバックアップ材３４が設けられている。
【００３２】
〔他の形態例〕
(1)上記形態例では、玄関ドア１においては、室内側ガラスＧＩの支持をビード１１，１
２による挟持構造とし、突出し窓用サッシ２において、室内側ガラスＧＩの支持をグレチ
ャン３０による支持構造としたが、前記玄関ドア１における室内側ガラスＧＩの支持構造
をグレチャンとし、前記突出し窓用サッシ２における室内側ガラスＧＩの支持をビードに
よる挟持構造としてもよい。また、前記ビードによる挟持構造やグレチャンによる支持構
造に代えて、シールによる挟持構造としてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明に係る玄関ドア１、サッシ２，３を用いた住宅の要部斜視図である。
【図２】玄関ドア１の縦断面図である。
【図３】その横断面図である。
【図４】ドア単体の縦断面図である。
【図５】ドア単体の横断面図である。
【図６】本発明に係るサッシを用いた突出し窓の縦断面図である。
【図７】その横断面図である。
【図８】サッシ２を示す、(A)は横断面図、(B)は縦断面図である。
【図９】従来のサッシ構造を示す要部縦断面図である。
【符号の説明】
【００３４】
　１…玄関ドア、２・３…サッシ、４…上框、５…下框、６…戸元側框、７…戸先側框、
８…ドア用把手、９…スペーサ、１０…シール材、１１・１２…ビード、２２…上框、２
３…下框、２４・２５…縦框、２６…窓枠、３０…グレージングチャンネル、Ｇ…複層ガ
ラス、ＧＯ…室外側ガラス、ＧＩ…室内側ガラス
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